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調達要求番号：5C91A00163 

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 
物品番号  仕 様 書 番 号 

募集広報用シャープペン 

 

防衛大臣承認 令和  年  月  日 

作    成 令和 ７年１１月２６日 

変    更 令和  年  月  日 

作成部隊等名 自衛隊熊本地方協力本部 

1. 総 則 

1.1 適用範囲 

本仕様書は，自衛隊熊本地方協力本部において使用する募集広報用シャープペンについて規定する。 

1.2 用語及び定義 

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。 

1.3 引用文書 

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すも

のであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 

ＮＤＳ Ｚ ０００１Ｃ     包装の総則 

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１ 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様 

2. 一般的事項 

この仕様書に規定していない事項は，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。 

 

3. 製品に関する要求 

3.1 規 格 

a) 品番：トンボ シャープペンシルモノグラフライトモノカラー（品番ＳＨ－ＭＧＬ０１） 

b) ペン軸色：透明色 

c) 芯径：0.5㎜ 

3.2 数 量 

 ２,５００本 

3.3 デザイン 

a) 別紙のとおり。 

b) 官側からのデザインデータ（Adobe Illustrator CS5）を元にデザインを作成すること。 

c) 細部については落札後，官側と自衛隊熊本地方協力本部にてイメージサンプルを提出し打ち合わせを

すること。 

3.4 生産地 

 国内生産メーカーであること（made in Japan） 

3.5 ＰＰ袋 

 透明であること。 

3.6 印 刷 

a) インクジェット印刷フルカラー 

b) 印刷範囲は，縦6㎜×横70㎜以上 
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c) 印刷は製造メーカー指定工場で行うこと。 

3.7 校 正 

 ３回を基本とし，４回目以降は官側との調整によるものとする。 

 その際、色合いを確定させるために毎回現物サンプルを提出する。 

 色合い確定後，完成品の現物サンプルを提出し，合格すれば校了とする。 

3.8 仕上がり 

 入念に行うものとし，汚れ・破れ・しわ・まくれ等あってはならない。 

3.9 作業工程表 

 契約締結後３営業日以内に，官側へ１部提出するものとする。 

3.10 3.1において示した製品以外の製品で入札する場合 

 3.1で示した製品以外の製品で入札する場合は，事前に要件を満たした当該製品のサンプル品を官側に

提出すること。また，提示の上で品質等の説明及び規格証明書を提出し，了承を得ること。ただし，メー

カーは国内製造メーカーに限る。 

 

4. 検 査 

4.1 品質検査 

 納品物の中から，数点を任意に抜き取って検査する。 

4.2 数量検査 

 数量検査は，全数検査とする。 

4.3 出荷証明書 

 出荷証明書は，次による。 

a) 契約相手方は，募集広報用シャープペンの納入時，製造元の品質保証書及び出荷証明書を提出とす

る。 

b) 出荷証明書は，製造元の任意作成のものとする。 

c) 出荷証明書の宛名は，「自衛隊熊本地方協力本部長」とする。 

d) 商品について製造元が自社工場での生産，品質及び保証を証明する内容とする。 

e) 契約相手方に対して，出荷を証明する内容とする。 

f) 提出書類は，原本とする。 

g) 納入業者が遠方の場合、検査については相互に調整するものとする。 

 

5. 納期及び納地 

 納期は，令和８年３月３１日とし，納地は自衛隊熊本地方協力本部募集課とする。 

 

6. 梱 包 

6.1 シャープペンは、１本ずつ専用ＰＰ袋にて梱装するものとする。 

6.2 納品物は５０本ずつ束ねて、段ボール１箱あたり５００本を基準として梱包し，損傷防止に努める

ものとする。 

6.3 各箱の見やすい箇所に品名，数量，納入年月日及び納入会社名を明記するものとする。 

6.4 段ボールの規格は適宜とするが，製造メーカーの物が好ましい。 

 

7. その他の指示 
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7.1 知的財産権に関する注意 

 知的財産権に関する注意は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の8.1a)～b)によるほか，次による。 

a) 契約の相手方が，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の8.1a)に定める必要な措置を講じず，官側が損害

を受けた場合には，官側は，契約の相手方に対してその損害につき賠償を請求する。 

b) 官側及び契約の相手方は，知的財産権の権利の帰属などに関し，疑義が生じた場合は，その都度協議

して解決する。 

7.2 仕様書に関する疑義 

仕様書の内容に疑義を生じた場合は，契約担当官等に申し出て，その指示を受ける。 

7.3 権 利 

 この案件のデザインに際し，すべての権利を自衛隊熊本地方協力本部が有するものとする。 

 

 


